
 

 

議  案  第  １０  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２５年２月２５日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第１中「（第２条、第３条及び第４条関係）」を「（第２条―第４条関係）」に

改める。  

別表第２中「（第２条、第３条及び第４条関係）」を「（第２条―第４条関係）」に

改め、同表４２の項中「長期優良住宅建築等計画が」を「変更に係る長期優良住宅建築

等計画が」に改め、同表に次のように加える。  

４５  都 市 の 低

炭 素 化 の

促 進 に 関

す る 法 律

(平成２４年

法 律 第８４

号）第５３条

第１項の規 

低 炭 素 建

築 物 新 築

等 計 画 認

定 申 請 手

数 料  

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ

次に定める額とする。  

（１）低炭素建築物新築等計画が法第６条第１項に規

定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審

査 を 申 し 出 な い 者  次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応

じ、それぞれ次に定める額  

ア  都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条

第１項各号に掲げる基準の適合性に関し、エネ  



 

 

 定 に 基 づ

く 低 炭 素

建 築 物 新

築 等 計 画

の 認 定 の

申 請 に 対

す る 審 査  

 ルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４

年法律第４９号）第７６条第１項に規定する登

録建築物調査機関、住宅の品質確保の促進等に

関 す る法律（平成１１年法律第８１号）第５条

第１項に規定する登録住宅性能評価機関又は法

第７７条の２１第１項に規定する指定確認検査

機関が交付する当該基準に適合する旨を示す書

面 が あ る 場 合  次 に 掲 げ る 建 築 物 の 区 分 に 応

じ、それぞれ次に定める額  

（ア）１戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途

に供する部分（以下この項において「非住宅

部分」という。）を有しないものに限る。以

下この項において同じ。）  ５，５００円  

（イ）共同住宅等（共同住宅、長屋その他１戸建

ての住宅以外の住宅をいう。以下この項にお

いて同じ。）  次に掲げる申請の対象とする

範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ａ  住戸  申請に係る住戸の数について、次

に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に

定める額  

（ａ）１戸  ５，５００円 

（ｂ）２戸以上５戸以下  １０，８００円 

（ｃ）６戸以上１０戸以下 １８，２００円 

（ｄ）１１戸以上２５戸以下  ３０，１００円 

（ｅ）２６戸以上５０戸以下  ５０，３００円 

（ｆ）５１戸以上１００戸以下 ８９，９００円 

（ｇ）１０１戸以上２００戸以下 １４２，７００円 

（ｈ）２０１戸以上３００戸以下 １８１，４００円 

（ｉ）３０１戸以上  １９５，２００円 



 

 

   ｂ  住棟全体又は住戸及び住棟全体  住棟の

総戸数について、ａに掲げる戸数の区分に

応 じ 、 そ れ ぞ れ ａ に 定 め る 額 と 同 一 の 額

に、住棟の共用部分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を加算した額  

（ ａ） ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

１０，７００円 

（ｂ）３００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの  ２９，７００円 

（ｃ）２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの  ８８，３００円 

（ｄ）５，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のもの １３９，６００円 

（ｅ）１０，０００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １７６，２００円 

（ｆ）２５，０００平方メートルを超えるもの 

２２０，２００円 

（ウ）複合建築物（住宅の部分及び非住宅部分を

有する建築物をいう。以下この項において同

じ。）  次に掲げる申請の対象とする範囲の

区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ａ  住 戸  申 請 に 係 る 住 戸 の 数 に つ い て 、

（イ）ａに掲げる戸数の区分に応じ、それ

ぞれ（イ）ａに定める額  

ｂ  複合建築物全体又は住戸及び複合建築物

全体  次に掲げる額を合算した額  

（ａ）住戸の総戸数について、（イ）ａに掲げ

る戸数の区分に応じ、それぞれ（イ）ａ  



 

 

   に定める額と同一の額  

（ ｂ ） 共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に つ い て 、

（イ）ｂに掲げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ（イ）ｂに定める額  

（ｃ）非住宅部分の床面積の合計について、

（イ）ｂに掲げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ（イ）ｂに定める額  

（エ）非住宅建築物（人の居住の用に供する部分

を有しない建築物をいう。以下この項におい

て同じ。）  床面積の合計について、（イ）

ｂ に 掲 げ る 面 積 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

（イ）ｂに定める額に相当する額  

イ  その他の場合  次に掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ次に定める額  

（ア）１戸建ての住宅  ３７，８００円  

（イ）共同住宅等  次に掲げる申請の対象とする

範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ａ  住戸  申請に係る住戸の数について、次

に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に

定める額  

（ａ）１戸  ３７，８００円  

（ｂ）２戸以上５戸以下  ７６，０００円  

（ｃ）６戸以上１０戸以下 １０６，９００円 

（ｄ）１１戸以上２５戸以下  １５０，３００円 

（ｅ）２６戸以上５０戸以下  ２１５，９００円 

（ｆ）５１戸以上１００戸以下  ３０９，７００円 

（ｇ）１０１戸以上２００戸以下 ４２０，４００円 

（ｈ）２０１戸以上３００戸以下 ５５２，１００円 

（ｉ）３０１戸以上  ６４９，４００円 



 

 

   ｂ  住棟全体又は住戸及び住棟全体  住棟の

総戸数について、ａに掲げる戸数の区分に

応 じ 、 そ れ ぞ れ ａ に 定 め る 額 と 同 一 の 額

に、住棟の共用部分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を加算した額  

（ ａ ） ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

１１９，９００円 

（ｂ）３００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの １９７，５００円 

（ｃ）２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの ３０７，３００円 

（ｄ）５，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のもの ３９４，５００円 

（ｅ）１０，０００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの ４７１，４００円 

（ｆ）２５，０００平方メートルを超えるもの  

５４９，１００円 

（ウ）複合建築物  次に掲げる申請の対象とする

範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ａ  住 戸  申 請 に 係 る 住 戸 の 数 に つ い て 、

（イ）ａに掲げる戸数の区分に応じ、それ

ぞれ（イ）ａに定める額  

ｂ  複合建築物全体又は住戸及び複合建築物

全体  次に掲げる額を合算した額  

（ａ）住戸の総戸数について、（イ）ａに掲

げる戸数の区分に応じ、それぞれ（イ）

ａに定める額と同一の額  

（ｂ）共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に つ い て 、  



 

 

   （イ）ｂに掲げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ（イ）ｂに定める額  

（ｃ）非住宅部分の床面積の合計について、

次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ

次に定める額  

ⅰ  ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

２６４，３００円 

ⅱ  ３００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの ４２０，９００円 

ⅲ  ２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの ５９８，８００円 

ⅳ  ５，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のもの ７３４，３００円 

ⅴ  １０，０００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの ８６５，５００円 

ⅵ  ２５，０００平方メートルを超えるもの 

９８７，８００円 

（ エ ） 非 住 宅 建 築 物  床 面 積 の 合 計 に つ い て 、

（ウ）ｂ（ｃ）に掲げる面積の区分に応じ、

それぞれ（ウ）ｂ（ｃ）に定める額に相当す

る額  

（２）低炭素建築物新築等計画が法第６条第１項に規

定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審

査を申し出る者  次に掲げる額（ウに掲げる額に

あっては、当該審査に法第８７条の２の昇降機に

係る部分が含まれる場合に限る。）を合算した額  

ア  （１）ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の額と同一の額  

イ  別表第１の１の項金額の欄に掲げる建築物の  



 

 

   建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ同欄に規定するとこ

ろにより算定した当該手数料の額と同一の額 

ウ  別表第１の３の項金額の欄（１）又は（２）

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数

料の額と同一の額  

４６  都 市 の 低

炭 素 化 の

促 進 に 関

す る 法 律

第 ５ ５ 条

第 １ 項 の

規 定 に 基

づ く 低 炭

素 建 築 物

新 築 等 計

画 の 変 更

の 認 定 の

申 請 に 対

す る 審 査  

低 炭 素 建

築 物 新 築

等 計 画 変

更 認 定 申

請 手 数 料  

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ

次に定める額（当該額に１００円未満の端数があると

きは、これを四捨五入する。）とする。  

（１）変更に係る低炭素建築物新築等計画が法第６条

第１項に規定する建築基準関係規定に適合するか

どうかの審査を申し出ない者  ４５の項金額（１

件につき）の欄（１）ア又はイに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該手数料の額の２分の１に

相当する額  

（２）変更に係る低炭素建築物新築等計画が法第６条

第１項に規定する建築基準関係規定に適合するか

どうかの審査を申し出る者  次に掲げる額（ウに

掲げる額にあっては、当該審査に法第８７条の２

の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。）を

合算した額  

ア  ４５の項金額（１件につき）の欄（１）ア又

はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該

手数料の額の２分の１に相当する額  

イ  別表第１の１の項金額の欄に掲げる建築物の

建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ同欄に規定するとこ

ろにより算定した当該手数料の額と同一の額  

ウ  別表第１の３の項金額の欄（１）又は（２）  



 

 

   に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数

料の額と同一の額  

別表第３中「（第２条、第３条及び第４条関係）」を「（第２条―第４条関係）」に

改める。  

附  則  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定事

務等に係る手数料を徴収するため、本案を提出する。  


